
名古屋税理士会昭和支部との協議会

【説明要旨】

令和７年 10月 15日（水）

1 5 : 5 0 ～ 1 6 : 1 5

天 白 文 化 小 劇 場

１ 税務署長挨拶

２ 税務署からの連絡事項

（１）「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」の発送日について

（２）年末調整関係用紙の交付開始時期について

大口徴収義務者に対する交付日及び署交付開始日：10月 24日（金）

（３）国外財産調書制度等の適正な執行の確保について



（４）所得税の基礎控除の見直し等に関するコールセンターの設置について

開設日：令和７年９月 16日（火）

電話番号：０５７０－０２－４５６２（ナビダイヤル）

受付時間：９：００～１７：００

（土日祝日及び 12月 29日～1月３日を除く）

（５）「年末調整がよくわかるページ」について

（６）年末調整手続の電子化の促進について

（７）会計・経理業務のデジタル化について

３ その他



そ
の
年
の
1
2
月
3
1日
に
お
い
て
、
そ
の
合
計
額
が

1
0
億
円
以
上
の
財
産
を
有
す
る
方

以
下
の
①
及
び
②
を
満
た
す
方

①
そ
の
年
分
の
退
職
所
得
を
除
く
各
種
所
得
の
金
額
の
合
計
額

が
2
,0
0
0
万
円
を
超
え
る
場
合

②
そ
の
年
の
1
2
月
3
1
日
に
お
い
て
、
そ
の
合
計
額
が
３
億
円

以
上
の
財
産
又
は
１
億
円
以
上
の
国
外
転
出
特
例
対
象
財
産

（
例
：
有
価
証
券
、
未
決
済
信
用
取
引
）
を
有
す
る
場
合

改
正
前
の
提
出
義
務
者
（
左
記
の
①
及
び
②
を
満
た
す
方
）
の
ほ
か
、

以
下
の
方
も
提
出
義
務
者
と
な
り
ま
す
。

令
和
４
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
令
和
５
年
分
以
後
の
「
財
産
債
務
調
書
」
の
提
出
義
務
者
・
提
出
期
限
な
ど
に
つ
い
て
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

1
0
0
万
円
未
満
の
家
庭
用
動
産
や
事
業
用
の
未
収
入
金
な
ど
に

つ
い
て
は
、
記
載
を
簡
略
化
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

改
正
前

改
正
後

令
和
４
年

令
和
５
年

令
和
５
年

令
和
６
年

3
0
0
万
円
未
満
の
家
庭
用
動
産
や
事
業
用
の
未
収
入
金
な
ど
に
つ
い
て
は

記
載
を
簡
略
化
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
新
た
に
預
貯
金
に
つ
い
て
も
、
記
載
を
一
部
省
略
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
詳
細
は
裏
面
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

財
産
債
務
調
書
制
度
等
の
見
直
し
に
つ
い
て

【
提
出
期
限
(令
和
５
年
分
以
後
の
調
書
)
】

そ
の
年
の
翌
年
の
６
月
3
0
日
(注
）

【
提
出
期
限
(令
和
４
年
分
以
前
の
調
書
)】

そ
の
年
の
翌
年
の
３
月
1
5
日
(注
）

①
財
産
債
務
調
書
の
提
出
義
務
者
が
拡
充
さ
れ
ま
す

②
提
出
期
限
が
後
倒
し
さ
れ
ま
す

（
国
外
財
産
調
書
も
同
様
）

③
記
載
を
簡
略
化
で
き
る
範
囲
が
拡
充
さ
れ
ま
す

（
一
部
に
つ
い
て
は
国
外
財
産
調
書
も
同
様
）

（
注
）
令
和
４
年
分
以
前
の
「
財
産
債
務
調
書
」
は
、
従
前
ど
お
り
で
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
「
国
外
財
産
調
書
」
に
つ
い
て
も
、
一
部
同
様
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

（
注
）
・
財
産
債
務
調
書
及
び
国
外
財
産
調
書
は
、
そ
の
年
の
１
２
月
３
１
日
時
点
の
財
産
の
状
況
に
関
し
て
、
翌
年
の
提
出
期
限
ま
で
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

・
提
出
期
限
が
、
日
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
そ
の
翌
日
ま
で
に
、
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
そ
の
翌
々
日
ま
で
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

資料１



改
正
前

改
正
後

そ
の
年
の
1
2
月
3
1
日
に
お
け
る
価
額
が
3
0
0
万
円
未
満
の
も
の

そ
の
年
の
1
2
月
3
1
日
に
お
け
る
価
額
が
1
0
0
万
円
未
満
の
も
の

事
業
又
は
業
務
の
用
に
供
す
る
「
未
払
金
（
支
払
手
形
を
含
む
）
」
・

「
そ
の
他
の
債
務
」
の
う
ち
、
そ
の
年
の
1
2
月
3
1
日
に
お
け
る

金
額
が
1
0
0
万
円
未
満
の
も
の

用
途
を
問
わ
ず
、
「
借
入
金
」
・
「
未
払
金
（
支
払
手
形
を
含
む
）
」
・

「
そ
の
他
の
債
務
」
の
う
ち
、
そ
の
年
の
1
2
月
3
1
日
に
お
け
る

金
額
が
3
0
0
万
円
未
満
の
も
の

そ
の
年
の
1
2
月
3
1
日
に
お
け
る
預
入
高
(一
口
)が
5
0
万
円
未
満

の
預
貯
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
預
入
高
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

そ
の
場
合
、
財
産
債
務
調
書
の
「
所
在
」
欄
又
は
「
備
考
」
欄
に

口
座
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

⻘
⾊
申
告
決
算
書
又
は
収
⽀
内
訳
書
の
「
減
価
償
却
費
の
計
算
」

欄
に
記
載
さ
れ
た
減
価
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
資
産
ご
と
に

区
分
し
て
記
載
す
る
こ
と
を
省
略
で
き
ま
す
。

そ
の
場
合
、
財
産
債
務
調
書
に
総
額
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

取
得
価
額
が
1
0
0
万
円
未
満
の
も
の

取
得
価
額
が
3
0
0
万
円
未
満
の
も
の

事
業
用
の

未
収
入
金

（
受
取
手
形
を
含
む
。
）

借
入
金

未
払
金

（
支
払
手
形
を
含
む
。
）

そ
の
他
の
債
務

家
庭
用
動
産

現
金
、
書
画
骨
と
う
、
美
術

工
芸
品
、
貴
金
属
類
を
除
く
。

預
入
高
(一
口
)が

5
0万
円
未
満
の

預
貯
金
口
座

⻘
⾊
申
告
決
算
書

又
は
収
支
内
訳
書

に
記
載
さ
れ
た

減
価
償
却
資
産

（
注
）
財
産
債
務
調
書
の
様
式
・
あ
ら
ま
し
・
F
A
Q
に
つ
い
て
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
【
h
tt
p
s:
//
w
w
w
.n
ta
.g
o
.jp
/p
u
b
lic
a
ti
o
n
/p
a
m
p
h
/h
o
te
i/
za
is
a
n
̲s
a
im
u
/i
n
d
e
x.
h
tm
】
に
掲
載
し
て
い
ま
す

（
改
正
分
は
随
時
掲
載
し
ま
す
。
)。
財
産
債
務
調
書
の
提
出
義
務
者
、
提
出
期
限
及
び
提
出
先
な
ど
の
詳
し
い
内
容
は
、
財
産
債
務
調
書
F
A
Q
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
国
外
財
産
調
書
に
つ
い
て
も
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
【
h
tt
p
s:
//
w
w
w
.n
ta
.g
o
.jp
/p
u
b
lic
a
ti
o
n
/p
a
m
p
h
/h
o
te
i/
ko
ku
ga
i̲
za
is
a
n
/i
n
d
e
x.
h
tm
】
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

③
−
１
所
在
別
に
区
分
す
る
こ
と
な
く
、
件
数
及
び
総
額
で
記
載
す
る
こ
と
の
で
き
る
範
囲
が
広
が
り
ま
す

③
−
２
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
の
で
き
る
範
囲
が
広
が
り
ま
す

③
−
３
新
た
に
記
載
を
一
部
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

③
−
４
資
産
ご
と
に
区
分
し
て
記
載
す
る
こ
と
な
く
、
総
額
で
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
国
外
財
産
調
書
も
同
様
）

令
和
４
年
７
月

国
税
庁
（
法
人
番
号
7
0
0
0
0
1
2
0
5
0
0
0
2
）



その業務、まだ手作業ですか？

デジタル化で
今こそ効率UP!!

裏面をチェック

経済取引から会計・税務まで一貫したデジタル処理 による正確性向上・業務効率化！

国税庁事業者のデジタル化促進
HPはこちら

取引発生
請求書・領収証受領

保存 記帳
入出金確認
・振込

消込・記帳 申告・納付

書面・PDF
証拠書類

つづり作成

通帳から

手作業に

よる消込

郵送・窓口提出

現金納付

現金・

ATM振込
Excel

入力

手

作

業

デジタル化でシームレスに処理！！

現状

デジタル

化後

e-Tax
キャッシュ

レス納付
ＺＥＤＩでの銀行

データ取込

インターネット
バンキング決済

ＺＥＤＩを利用した決済

会計ソフト

クラウドの利用
デジタルインボイス

（Peppol）

デジタルデータ

EDIの利用

AI-OCRの利用

経済取引から会計・税務までデジタル化することができれば、事業者が日

頃行う事務処理の一貫したデジタル処理が可能となり、事業者の生産性の向

上や経営の高度化が期待されます。

一貫したデジタル処理による効果

会計・経理業務のデジタル化に当たっては、まず会計ソフトの導入から始めましょう。

クラウド会計ソフトなら、インターネットバンキングから入出金情報を取り込んだり、請

求書等の証ひょうをスマートフォンやスキャナーで読み取って、自動で仕訳まで行うな

どデータ連携させることが可能となります。

名古屋国税局（令和７年５月）

どこまでデジタル化に
対応していますか？

今すぐ裏面をチェック

手

作

業

手

作

業

手

作

業

手

作

業

データ連携 データ連携 データ連携 データ連携 データ連携

資料２



その業務、まだアナログですか？

デジタル化で
今こそ効率UP!!

経営相談所

商工会・商工会議所・青色申告会

税理士・
税理士法人ITベンダー

地銀・信用金庫

中小事業者

中小事業者においてデジタル化は、独力では困難なケースも多く、支援機関である商工会・商工会議所、

青色申告会、ITベンダー、税理士、経営相談所（よろず支援拠点等）等の専門的知見を活用することが重要

です。

デジタル化に向け支援機関の積極的な活用がカギ！

EDIによる事業者間
の情報のやりとり

っていますか？

Peppol（ペポル）
EIPAデジタルインボイス推進協議会

全銀EDI（ZEDI）
（一社）全国銀行協会

電子帳簿保存法

IT導入補助金2025

e-Taxホームページ

年末調整の電子化

か？

すか？

日々の業務における
デジタル化のメリット

受注・発注業務がデジタル化されていますか？

請求書等の作成業務がデジタル化されていま

デジタルインボイスやPeppolをご存知です

全銀EDIを活用した支払を行っていますか？

電子帳簿保存法に対応した帳簿等の保存を行

年末調整を電子化していますか？

IT導入補助金をご存知ですか？

税務申告はe-Taxを利用していますか？

どこまでデジタル化に対応していますか？ QRコードを読み込んで導入検討を！

中小事業者の成長を

中長期的な目線で見守

り続ける地域の支援機

関を活用し、デジタル

ツールの導入により効率

的な事務処理を行い、デ

ジタル化のメリットを享

受するなど成功体験を

蓄積し、更にデジタル化

を推進していきましょう。

支援機関等の連絡先一覧
はこちら
・商工会・商工会議所

・よろず支援拠点

・ＩＴ経営サポートセンター等

※ QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


